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市立病院建設検討特別委員会 会議記録 

 
１ 日   時   平成２７年３月１０日（火）午後１時３０分開会 
 
２ 場   所   特別委員会室  
              
３ 出 席 委 員   委 員 長  中 川 英 孝 

副委員長  城 所 正 美 
委  員  鈴 木 大 介 
委  員  原   裕 二 
委  員  大 橋   博 
委  員  宇津野 史 行 
委  員   織 原 正 幸 
委  員   石 川 龍 之 
委  員   二階堂   剛 
委  員   田 居 照 康 
委  員   末 松 裕 人 
委  員   小 沢 暁 民 

 
４ 出 席 理 事 者  別紙のとおり 

 

５ 正 副 議 長 議  長   大 井 知 敏 

５ 正 副 議 長 副 議 長   張 替 勝 雄 

 
６ 出席事務局職員  議 会 事 務 局 長   染 谷   稔 
                     議 事 調 査 課 長   岡 田 道 芳 

                     議事調査課長補佐  鈴 木 章 雄 
            議事調査課主幹   松 井 幸 一 
            議事調査課主任主事  日 野 裕 介 
 

７ 会議に付した事件  ⑴平成２７年度 松戸市病院事業会計予算 
            ⑵閉会中の継続調査事項につて 
 
８ 会議の経過及び概要 委員長開議宣告  

            市 長 挨 拶  

議       事    

           傍 聴 議 員   山中啓之議員、中田京議員                                 
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                   傍 聴 者  ２名 
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⑴議案第８８号 平成２７年度松戸市病院事業会計予算 
 
中川英孝委員長 
 議案第８８号、平成２７年度松戸市病院事業会計予算を議題といたします。本件に

ついて理事者の説明を求めます。 
 
経営企画課長 
 議案第８８号、平成２７年度松戸市病院事業会計予算につきまして、私から御説明

を申し上げます。 
 予算書１ページの第２条、業務の予定量につきましては、第１項、市立病院事業と

いたしまして、平成２７年度の病床数は、一般病床６０５床、感染病床８床を合わせ

た合計６１３床でございます。 
 年間延べ患者数につきましては、入院患者数１７万３,１１８人、外来患者数２４万

１,７８５人を見込んでおります。このうち入院患者数につきましては１日平均４７３

人、稼働病床５７０床に対しまして病床利用率は８３.０％として見込んだものでござ

います。 
 また、外来患者数につきましては、１日平均９９５人を見込んでおります。 
 主要な建設改良事業といたしましては、血管造影、Ｘ線診断装置等の医療機器機械

整備事業として５億６,０００万円を予定しております。 
 また、千駄堀地区新病院建設関係経費と合わせて１４億６,４３５万４,０００円を予

定しております。 
 次に、２ページの第２項、市立東松戸病院事業といたしましては、一般病床１９８

床をもちまして、入院患者数５万２,４８４人、外来患者数４万１,６５０人を見込んで

おります。 
 入院患者数につきましては、１日平均１４３人、外来患者数につきましては、１日

平均１７１人を見込んだものでございます。 
 なお、入院患者数の見込みが少なくなっておりますのは、２０２５年問題に対応す

るための地域包括ケア病棟、緩和ケア病棟の開設による病床差に伴い、８月以降の稼

働病床を１５０床としていることによるものです。 
 主要な建設改良事業としましては、緩和ケア病棟改修事業を予定しております。 
 次に、第３項、市立介護老人保健施設梨香苑事業につきましては、入所定員５０人

を持ちまして、年間延べ利用者数を入所者数で１万７,５６８人、通所者数で４９０人

とし、入所、通所を合わせて年間延べ利用者数１万８,０５８人と見込んでおります。 
 次に、３ページをお開けください。 
 第３条、収益的収入及び支出についてでございますが、３ページで収入を、次の４

ページで支出を記載してございまして、総額で申し上げますが事業を遂行するために

収入、支出とも市立病院事業で１７１億６７１万７,０００円を、市立東松戸病院事業

で２４億９,５６９万３,０００円を、市立介護老人保健施設梨香苑事業で２億５,５２８
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万９,０００円をそれぞれ措置いたしたものでございます。昨年と比較しますと、市立

病院事業で約６.５％の増、市立東松戸病院事業で約４.８％の減、市立介護老人保健施

設梨香苑事業で約１.０％の増となっております。 
 詳細につきましては、説明書６８ページから９９ページに記載のとおりでございま

す。 
 次に、５ページの第４条、資本的収入及び支出につきましては、５ページに収入を

次の６ページに支出について記載をしております。 
 この第４条、資本的収入及び支出のうち、６ページの支出に計上してございます主

な事業について若干御説明を申し上げます。 
 ６ページの支出、第１款市立病院資本的支出、第１項建設改良費２３億５,１２５万

３,０００円の内訳としては、資産購入費で５億９,０００万円、施設整備で５,９５０万

円、千駄堀地区新病院建設で１７億１７５万３,０００円となっております。資産購入

費の内容としては、血管造影Ｘ線診断装置等の医療機器機械購入費に５億６,０００万

円、投薬カート等の一般備品に３,０００万円を措置してございます。 
 また、施設整備の内容としましては、給湯設備施設改善工事及び各種補修工事合わ

せて５,９５０万円を措置してございます。 
 千駄堀地区新病院建設費では、継続費にて設定をしております実施設計費用及び建

設工事費用等で１４億６,４３５万４,０００円を、債務負担行為で設定しております移

行準備費用で９８７万円を、その他諸経費として２億２,７５２万９,０００円を措置し

てございます。 
 次に、第２款市立東松戸病院資本的支出、第１項建設費改良費１億５０万円につい

てでございますが、資産購入費で２,２５０万円、施設整備費で７,８００万円を措置す

るものでございます。その内容といたしましては、資産購入費で自動錠剤包装機等の

医療機器の整備を行うため２,０００万円を、電動ベッド等の一般備品購入費に２５０

万円を措置するものでございます。 
 また、施設整備費につきましては、継続費にて設定しております緩和ケア病棟改修

工事に４,８００万円、建物の老朽化に伴う各種補修工事に３,０００万円の措置をする

ものでございます。 
 次に、第３款市立介護老人保健施設梨香苑資本的支出、第１項建設改良費２００万

円についてでございますが、資産購入費として２００万円を措置するものでございま

す。内容としましては、電動ベッド等の整備を行うものでございます。 
 なお、詳細につきましては、説明資料の１００ページから１０９ページに記載のと

おりでございます。 
 また、資本的収入が資本的支出額に対して不足する額４億１,４００万８,０００円に

つきましては、過年度分の損益勘定留保資金及び減債積立金で補塡いたすものでござ

います。 
 次に、６ページ下段の第５条、債務負担行為につきましては、千駄堀地区新病院業

務移行準備事業及び市立病院新総合電子医療情報システム賃借料として、記載のとお
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りそれぞれ新たに設定するものでございます。 
 特に、市立病院新総合電子医療情報システム賃借料につきましては、新病院開設時

期が確定したことに伴い、電子カルテシステム等のリプレースをするための債務負担

行為を設定するものでございます。 
 次に、７ページの第６条、企業債につきましては、起債の目的、限度額、起債の方

法、利率及び償還の方法を記載のとおり定めるものでございます。 
 次に、第７条、一時借入金につきましては、一時借入金の限度額を市立病院事業に

おいて２５億円、市立東松戸病院事業において３億円をそれぞれ定めるものでござい

ます。 
 次に、第８条、予定支出の確保の経費の金額の利用につきましては、利用すること

のできる各項についてそれぞれ記載のとおり定めるものでございます。 
 次に、８ページの第９条、議会の議決を経なければ利用することのできない経費に

つきましては、市立病院事業及び市立東松戸病院事業では、職員給与費と交際費、市

立介護老人保健施設梨香苑事業におきましては、職員給与費とするものでございま

す。 
 次に、第１０条、棚卸資産購入限度額につきまして、市立病院事業については２４

億７,４６２万６,０００円を、市立東松戸病院事業では１億３,００７万８,０００円を

それぞれ限度額と定めるものでございます。 
 次に、第１１条、重要な資産の取得につきましては、市立病院におきまして、記載

のとおり資産の取得を予定するものでございます。 
 以上、御説明とさせていただきます。 
 よろしく御審査の上、御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 
 
中川英孝委員長 
 それでは、ここで、皆さんのお手元に配付されております松戸市病院事業の概要説

明について、病院事業管理局長より発言したい旨の申し出がありましたので、これを

許可いたします。 
 
病院事業管理局長 
 それでは、お手元に配付させていただきましたＡ４判の資料をもとに、病院事業の

概要の説明をさせていただきたいと思います。 
 最初に、１、平成２７年度予算編成の基本的な考え方についてでございますが、３

点掲げております。 
 １点目の両病院の病床利用率等の設定について実現可能な水準とし、一般会計負担

金の増額補正をしないよう留意する。これにつきましては、平成２６年度の病院事業

会計への一般会計負担金は昨年１２月定例会で市立病院９億円の増額を、本年３月定

例会で東松戸病院４億円の増額、総額１３億円を赤字繰り入れとして増額補正するこ

ととなりました。 
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 市民の皆様には、多大な御負担をおかけしてしまったことに対して大変申し訳なく

思っております。 
 審査の過程で議員の皆様から強い御指摘をいただいたことも踏まえまして、病床利

用率等について、現状を踏まえて精査し、実現可能な水準を設定し、平成２７年度に

おいては一般会計負担金の増額補正をしないという考え方に基づき予算編成をしたも

のでございます。 
 次に、２点目の国保松戸市立病院の一般会計負担金について一部見直しを図るにつ

きましては、一般会計繰出金につきましては、総務省の通知においてそれぞれ項目を

列挙して基本的な考え方が示されております。 
 これが繰り出し基準であり、その項目に該当するものが基準内繰り入れとなりま

す。その項目のうち、高度医療に要する経費及び周産期医療に要する経費に該当する

ものとして、一般会計負担金の額に相当額を加えるよう見直しを図りました。 
 ３点目として、国保松戸市立病院から東松戸病院への経営支援策を設定するにつき

ましては、東松戸病院の病床再編をすることで、平成２７年度中一般病棟１棟を休床

させて稼働病床を１５０床とすることにより収支差が生じることから、暫定措置とし

て国保松戸市立病院から経営支援策として負担金を拠出するものでございます。 
 次に、提案しております松戸市病院事業当初予算の概要について御説明をいたしま

す。 
 最初に、１、国保松戸市立病院については、記載のとおり、新病院建設について実

施設計及び開設準備を進めるとともに、２病院のあり方の検討に付するための基礎調

査を実施いたします。同時に、この３月から心血管センターを設置、さらに、４月か

ら歯科口腔外科を開設することにより、医療機能の充実を図ります。 
 以下、病床利用率の設定以降につきましては、記載とおりでございます。 
 次に、（２）福祉医療センター東松戸病院につきましては、２０２５年問題に向け

て地域包括ケアシステムに取り組み、記載のとおり、病棟機能の３本柱といたしま

す。 
 市立病院同様、病床利用率の設定以降につきましては、記載のとおりでございま

す。 
 次に、３、平成２７年度の主な取り組みでございますが、記載のとおり、昨年策定

した病院事業経営計画において施設ごとに定めた経営健全化計画の推進に当たり、Ｐ

ＤＣＡマネジメントサイクルとして、今後、評価及び見直しを図り、さらなる経営健

全化を目指してまいりたいと考えております。 
 最初に国保松戸市立病院ですが、看護師の確保による病床利用率の向上ですが、ま

ず、病床利用率については、平成２６年度上半期における平均病床利用率は７１.９％

で低迷しておりましたが、２月ではおおむね８０％まで回復してきております。 
 看護師の確保は、２交代制勤務の拡大などの策により、平成２７年４月現在の配置

見込みが予算定数５７１人に対し、ほぼ定数に近い採用ができる見込みでございま

す。この看護体制により、病床利用率を年度当初では７５％、年度途中から８５％を
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見込み、年間平均で８３％とするものです。 
 次に、医療情報管理室の設置ですが、国における医療制度改革を背景として、今後

は、医療の質の向上とともに健全経営を果たすことがますます問われる時代が到来し

ます。国では、平成１５年に急性期入院医療を診療報酬の包括評価制度、いわゆるＤ

ＰＣ制度を導入しており、市立病院も平成２１年度にＤＰＣ対象病院となっておりま

す。 
 患者の診断群分類による臨床情報や診療行為等に関する情報、いわゆるＤＰＣデー

タを、今後、国の医療制度改革を受けて目指すべき医療を先取りするためにも重要な

経営情報として十分な分析をすることが必須となってきています。 
 その取り組みとして、市立病院においては、ＤＰＣ分析システムを２月に導入、さ

らに、平成２７年４月に専任職員及び兼務職員から成る医療情報管理室を設置し、医

療現場を巻き込みながら、自院の医療実態の把握や単位等のベンチマークなどを通

じ、医療の質の向上と同時に経営健全化に向けていくものです。 
 次に、３、新病院開設課の設置ですが、開設準備を進めるとともに、新病院開院時

における業務最適化を検討し、新病院開院時において効率的な事業運営が図れるよう

検討を進めるものです。 
 次に、４、２病院のあり方の検討ですが、新病院建設の方向が確定したことに伴

い、市立病院建設検討特別委員会において、懸案事項である２病院のあり方について

は、昨年６月に公布された医療介護総合確保推進法の背景もあり、新しい時代に向け

て、公立病院として医療機能をいかに発揮していくかについて、平成２７年度におい

ては基礎調査を行うものでございます。この基礎調査によって得られた前提条件は、

市議会とも共有しながら、今後の２病院のあり方の検討に付していきたいと考えてお

ります。 
 次に、福祉医療センター東松戸病院の医師の確保による病床利用率の向上でござい

ますが、リハビリテーション医師２名の退職後、市立病院から医師の派遣や診療所や

病院ＯＢとの連携により医師確保に努めてまいりました。これにより平成２６年度上

半期平均病床利用率は７８.２％と低迷していましたが、２月には８５％から９０％ま

で回復してきております。 
 この４月にはリハビリテーション専門医と指導医の資格を有する医師の採用も予定

しておりますことから、病床利用率の向上、さらには、入院単価増を図ってまいりた

いと考えております。 
 次の②医療制度改革を背景とする病床機能再編についてですが、先ほど御説明した

とおり、緩和ケア病棟は平成２７年８月に、地域包括ケア病棟は２７年７月に開設す

る予定でございます。 
 次に、③、２４時間訪問看護の充実及び推進ですが、平成２６年４月に看護師を増

員した２４時間訪問看護につきましては、がん患者の在宅復帰を支援するため、引き

続き推進してまいりたいと考えております。 
 次の資料として、病院事業会計の３月補正予算ごと、当初予算との比較、さらに、
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一般会計負担金出資金の総額を表として作成いたしました。 
 まず、市立病院から御説明いたします。 
 第３条予算、収益的収入及び支出において一般会計負担金を除く経常収益と経常費

用との差、経常損益について中段の表の網かけ部分をご覧ください。 
 平成２６年度３月補正後において２０億５,０００万円のマイナス、２７年度当初予

算では１５億８,０００万円のマイナスとなっております。３月補正予算ごとの差し引

きでは、約４億７,０００万円改善できる見込みでございます。これは、病床利用率の

向上及び外来収益の増による医療収益の増によるものです。 
 市立病院に対する第３条及び第４条予算を合算した一般会計からの負担金及び支出

金については、表の一番下の網かけした部分をご覧ください。 
 平成２６年度３月補正後においては２７億円、２７年度当初予算においては、２２

億２,０００万円となり、約４億７,０００万円の削減となっております。 
 次に福祉医療センター東松戸病院につきましては、第３条予算において一般会計負

担金を除く経常損益は同様に中段の表の網かけ部分をご覧いただきますと、平成２６

年度３月補正後において７億４,０００万円のマイナス、２７年度当初予算では、３億

７,０００万円のマイナスとなっております。３月補正予算ごとの差し引きでは、約３

億７,０００万円改善できております。 
 これは、冒頭に説明したとおり、医療機能再編に伴う入院単価の増による医療収益

の増、また、市立病院からの経営支援による医療外収益の増によるものでございま

す。 
 東松戸病院に対する第３条及び第４条予算を合算した一般会計からの負担金及び支

出金については、一番下段の二重線で囲った部分をご覧ください。 
 平成２６年度３月補正後においては１０億２,０００万円、２７年度当初予算は、６

億９,０００万円となり、約３億３,０００万円の削減となっております。 
 梨香苑につきましては、記載のとおりでございます。 
 最後に病院事業会計予算全体の一般会計負担金及び出資金の総額ですが、平成２６

年度３月補正後で３７億４,０００万円、２７年度当初予算において２９億３,０００万

円となり、約８億１,０００万円の削減となります。この当初予算により、今後、一般

会計負担金の増額補正をしないよう留意してまいりますので、何とぞ御理解賜ります

ようにお願いいたします。 
 以上、平成２７年度松戸市病院事業会計予算の概要説明とさせていただきます。 
 

【質  疑】 
 
織原正幸委員 
 今回の予算では、とにかく特徴的なところとして、一般会計負担金を当初から増額

しておいて、年度の途中ではそれ以上は繰り出さないという考え方になっているとい

うのが一番大きな変更点というか、私たちにとってみるとわかりづらいというか、そ
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ういうところだと思うんです。 
 それで、今いただいた資料の一番最後の病院事業全体で、一般会計負担金が１９億

６,８００万円ということで、そのうち赤字補塡分が１億円となっています。そうする

と、もし昨年度と同じ繰り出しの基準でやっているとするとトータルで４億８,８２８

万１,０００円が赤字補塡なんですよという理解でいいのでしょうか。その１点だけ、

頭の中を整理したいので。平成２７年度、一般会計負担金の増が３億８,８００万円で

すから、それに１億円足して４億８,８００万円、２６年度の基準でやったらそういう

考えでまずいいんでしょうか。 
 
経営企画課長 
 数字上の差は確かに４億円ということなんですけども、先ほど、冒頭でまだ説明し

足りない部分がありまして、これは、総務省から通知があり、地方公営企業の繰出金

につきましては、基本的な考え方として具体的な項目が列挙されておりました。 
 今回、増やした高度医療に要する経費については、これは従来からもあります。こ

れについては、ハイケアユニットとか小児集中治療室、この整備によって、この部分

が見られるという判断があって、これについて２億４,９００万円計上しました。それ

から、周産期医療につきましても、これも従来からの基準としてありましたけれど

も、今回、周産期に特化したセンターを開設するということで、これについては要件

を満たしていると。周産期医療に要する要件を満たしているということの考え方か

ら、小児集中治療室と回復期治療室に対して１億８,５００万円を計上したということ

ですので、基準そのものは去年と変わっていないです。 
 今回、それを加えたということですけども、結果的に織原正幸委員がおっしゃられ

た４億８,０００万円、差がありますねということについては、確かに差はあることは

ありますけど、一応、基準内繰入として、今回、算入させていただいたという御説明

となります。 
 
織原正幸委員 
 事前にもいろいろとお話を伺って、私も不勉強でよくわかっていなかった部分があ

ったんですけど、要は、総務省のほうでルール分として繰り入れでいいよという基準

があって、その基準を選択する方法が３通りぐらいあって、そのうちの今までは仮に

Ａという形でやっていたものを今回はＣというパターンでやりましょうというふうに

変えたという説明の中では一応は理解できたんですけども、そういう考え方で、もう

一度、いいのかどうかだけ、そこだけ御回答いただければと思うんですけれども。 
 
経営企画課長 
 この繰出金については、前からも、そのあり方について、ルール化については非常

に課題があるということで申し上げていたと思うんですが、その趣旨をちょっと申し

上げたいと思います。 
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 先ほど申しました総務省からの通知ということで、具体的な項目が示されていると

いうことですが、これに沿って、一般会計が公営企業会計に繰り出しを行ったとき

は、その一部について地方交付税措置がされているという前提で、この具体的な繰出

金の算出に当たりまして、今、織原正幸委員から言われたように、積算基準例という

ものが示されております。 
 その中で、趣旨としては、公立病院に提供する医療とか、規模などにおいてそれぞ

れ状況が異なるので、個々の病院の実情を踏まえて基準を算定する、策定するように

通知がありますけれども、先ほど言った具体的な算出例としては何通りかあるという

ことで、これを参考にルール化をするというふうになっております。 
 一つ目としては、地方財政計画の積算を参考とする例、二つ目としては、地方交付

税の算定基準を参考とする例、三つ目としては、各団体への歳入歳出の実態を踏まえ

てモデル的な不採算経費を積算する例と。今回加えたものにつきましては、地方財政

計画の積算を参考とする例によって算出したものという御説明となります。 
 
織原正幸委員 
 そうすると、算入するそういう基準例が大きく変わった訳ですよね。もし、今言っ

た地方財政計画の例、交付税の例、実態を踏まえてという３パターンがあって、日本

全国に公立病院がたくさんありますけど、これを今回は、うちは１番の地方財政計画

によってということなんですけど、このパターンを選択している病院の数とかという

のは把握なさっていらっしゃるのでしょうか。 
 
経営企画課長 
 具体的な適用事例については、今現在把握しておりません。この三つの算出例につ

きましては、今回示されたというか、従前からも示されておりますので、特段、ここ

で変わったということではなくて、今回は地方財政計画の積算に基づいて加えたとい

う形となっております。 
 
織原正幸委員 
 わかりましたというか、よくわかっていないんですけど、これから私も勉強したい

と思っています。 
 ただ１点、これはお願いというか、要は、国の基準が、その場、その年でころころ

変わるようでは、病院経営自体が損益を操作するような恣意的な、そういう誤解も招

きかねないので、このあたりの説明はちょっと丁寧にしていただきたいのと、これで

いくと決めたら、当分の間はこれでいくのだという形にしないとならないと思うんで

すよね、その年々で変わっていたら。その辺の考え方というか、予定はどうなんでし

ょうか。 
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病院事業管理局長 
 一般会計からの政策医療についての繰り出し分につきましては、従前は収支差とい

うことで３番目のやり方でやらせていただいておりました。今回、高度医療の分と周

産期医療の分につきまして、今回、定額というか、地方財政計画に基づいて積算をさ

せていただいております。残りの残余の部分につきましては、例えば、小児医療とか

リハビリについては、従来どおり収支差に基づいた積算をしております。 
 ２種類の積算方法がその中に存在することが、それが正しいかどうかという議論も

あります。というのもありまして、来年以降、２病院のあり方を検討する中で、その

収支もありますし、今、織原正幸委員がおっしゃったほかの医療機関のどちらを選択

しているかとかといったような動向もありますので、その中で精査をして、もう少し

がっちりした形に詰めていきたいというふうには思っております。 
 
織原正幸委員 
 これ、私も、今年、ちょっと時間をかけて勉強してきたいというふうに思っている

ので、これ以上ここであんまり聞いても建設的にならないのでこの辺でやめますけど

も、要は、とにかく、市民に対してわかりやすいというか、そういうことが必要だと

思うので、その部分については、決して操作しているとか、恣意的だみたいなことが

言われないように、ぜひ、今後、やっていただきたいなというふうに思います。ま

た、これは、別途、後日、意見交換などをさせていただきたいなと思いますので、よ

ろしくお願いします。 
 それと二つ目ですけども、今回、東松戸病院への支援ということで、２億２,４００

万円ほどですかね、新しく発生をしております。予算書で言うと８３ページですか

ね。２億２,４００万円、つまり、市立病院が東松戸病院への支援ということで、要

は、赤字補塡という形での支援になると思うのです。 
 先ほど、御説明もいただいたんですけれども、市立病院が東松戸病院へ支援する赤

字補塡をするという、言ってみれば理由ですね。理由と、支援するからには、市立病

院にメリットがないといけない訳で、そのメリットが具体的にどういうメリットが想

定されるからこの負担をするんだという理由とメリットというか、その二つだけちょ

っと教えていただけますでしょうか。 
 
経営企画課長 
 織原正幸委員の御質疑で、経営支援策についてでございますけども、御説明のよう

に、緩和ケア病棟、地域包括ケア病棟への病床再編の予定ということについては、従

前の看護師を増員せずに行ってきております。今回、市立病院が看護師の確保が急務

であるということから、昨年１２月に条例改正をさせていただきまして、増員をさせ

ていただきましたけれども、まず、市立病院の看護師の確保が必要だということで、

今回、やむを得ず病床稼働１５０床としたということがあります。 
 この緩和ケア病棟、地域包括ケア病棟というのは、今持ち得る体制で、最大限、医
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療を高密度化するというか、単価増につなげていくということでの東松戸病院の努力

の中で生まれてきた考え方でありまして、それにもやむを得ない部分があって、１５

０床の稼働率で比較的収入がそこに至らない部分もあります。そこをどう支援するか

という部分を病院事業全体として考えておりますけれども、市立病院のメリットとし

ては、まず、東松戸病院が地域包括ケア病棟を開設するということで、在宅復帰率の

カウントができることになります。 
 この在宅復帰率というのは、新たに急性期病院において、７対１看護基準を取得す

る際の、維持する際の一つの指標となっておりますけども、一定水準を確保しなけれ

ばならないことから、今後、東松戸病院に転院する際は在宅復帰率のカウントがぜひ

とも必要になってくると。それによって７対１の看護基準が維持できる。 
 それから、後方支援病院ということの役割が果たされることによって、在院日数の

短縮と。在院日数の短縮につきましても、いろいろ算定方式が変わってきております

ので、今後もますます、在院日数の短縮については目標値が高くなってきますので、

これらの経営改善が同時に図れるということで、病院事業全体としてこれを捉えてい

きたいということと、先ほど、病院事業管理局長が冒頭に申し上げました赤字補正を

しないという考え方から、これを支援するということで考えております。 
 
織原正幸委員 
 市立病院としては、在宅復帰率がカウントできて、７対１看護基準の維持並びに在

院日数の短縮ということで、恐らくは診療単価に影響してくるんでしょうけど、そう

いう部分で東松戸病院と連携をして、とにかく、今の厳しい時期を乗り越えるのだと

いう決意ということでいいんですかね。 
 わかりました。 
 ただ、１点、確認なんですけど、要は、２００床ぐらいあったものが１５０床にな

ってしまうということで５０床減る訳ですよね。そうすると、慢性期の医療を提供し

ている病院として、病床数が減るというのは、私たち市民にとってみたらちょっと心

配なんですよね。ちょっと変な言い方ですよ。出されちゃうとか、そういう懸念がち

ょっと頭をよぎるんですけど、そのあたりはどうなんでしょうか。 
 
経営企画課長 
 病床稼働率は、今、９０％を見ておりまして、今のお客さんに応じた形での対応と

いうことで、この部分でメリットが出てまいりますのは、今まで一般病床で受け入れ

られていたがん患者ですね。これについては、緩和ケア病棟ということで、こちらに

移っていただくことができますので、よりよい医療が提供できると。しかも、それに

対して単価増を図れる、そういうメリットがありまして、決してお客様を外へ出すと

かではなくて、逆に、手厚い医療ができるというふうに考えております。 
 また、在宅との関連性も出てきますので、これについては在宅支援との絡みが出て

きますので、これも広がって医療ができるというふうに考えております。 
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織原正幸委員 
 最後に１点です。経営健全に向けた取り組みの中から１点だけ確認をしたいと思う

んですけど、医療情報管理室の設置ということで、今回から新しい取り組みがなされ

ようとしております。この部分の取り組みの内容と、そこに対するどういう効果とい

うか、メリットが生まれてくるのかという、そこだけ最後に教えてください。 
 
経営企画課長 
 医療情報管理室でございますけれども、その前に、国において、平成１５年にＤＰ

Ｃ制度を開設したということで、かなりＤＰＣ制度は普及しておりまして、全国で

は、平成２４年度では約１,５００施設が対象となっているということです。支払いを

伴わない施設を加えると１,７７０強の病院がＤＰＣの枠組みでデータを作成しており

まして、救急医療及びがんの急性期入院についてはＤＰＣ調査対象がその９０％以上

をカバーしていると。 
 平成２６年６月に医療に対する改革が行われておりますけども、１０月には医療機

能報告制度が始まって、今後、県においても地域医療構想の策定がなされるという報

告がなされています。 
 市立病院も平成２１年度にＤＰＣの対象病院となっておりますことは報告している

ところですけれども、ＤＰＣ情報が個々の医療情報をデータ化することによって、医

療の質や、診療報酬上のデータとして、今後、医療制度の改革にもますます活用され

ると。ですので、医療の質とともに、逆に診療報酬上も相当影響が出てくるという予

兆があります。 
 先ほど説明しましたけれども、ＤＰＣを効率よく分析できるシステム、これを昨年

１２月に導入いたしております。 
 これによって何が得られるかというと、自院の医療実態の把握がまずできます。あ

と、他院とのベンチマークもできます。さらには、医療収益構造なども把握できるよ

うになってまいりますので、今回、医療情報管理室につきましては、差し当たり、こ

うしたさまざまな情報を分析して、まず、医療として市立病院の経営に資するための

情報を提供することを使命として市立病院の病院長の直下に組織します。 
 具体的な体制につきましては、昨年１２月に条例定数をお認めいただきました選任

職員１名ということで想定しておりますけれども、さらには、診療事務室、医事課、

経営企画課の各職員から兼務職員を配置して、さまざまな情報を一元管理するという

ことになります。 
 もっと直接的に関係してくるのが、このシステムは電子カルテシステムと直結して

おりまして、現場の医師が閲覧できるようになっております。現場の医師がこれを自

らの診療科の実態をまず見ていただいて、改革意識を醸成するというところからいき

ますので、病院全体として、まず、医療の質の向上と最終的には先読みした部分で経

営健全に資するものだと思っております。 
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 いずれにしても、国の医療動向をまず捉えることも必要ですので、重要なセクショ

ンと考えております。 
 
織原正幸委員 
 いずれにしても、経営健全化計画が始まっていよいよ２年目になるので、ぜひ少し

でも効果が上がるように取り組みをお願いしたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 
  
宇津野史行委員 
 まず、先ほど、織原正幸委員がおっしゃった東松戸病院に２億２,４００万円ほどの

負担を出すと。それの市立病院側のメリットとしては在宅復帰率の問題ですとか、在

院日数の短縮や、看護体制の維持ということがありましたが、具体的に２億２,４００

万円分というのをペイできるというか、それを回収できるのかというところの数字的

なものというのは何かわかり得るのか、それとも、全体的に上がるので、金額的には

上がりませんという話なのか、もしそういうのがわかれば、例えば、市立病院側に２

億円入るけれども、身銭を切って２億２,４００万円なのか、それとも、３億円ぐらい

入って、そのうちの一部を東松戸病院へということなのか、そのあたりを感覚でつか

ませていただきたいと思っています。 
 それから、外来の患者なんですけども、先ほど御説明いただいた概要説明というも

のを見ますと、２ページ、３ページ目ですかね。表の書いてあるやつです。市立病院

の平成２７年度当初予算の外来単価、これは２６年度の外来単価と同じですね、１万

６,０５５円ですか。これは変わらないと。これは２６年度当初予算では１万４,６０２

円だったのが、３月補正後に１万６,０００幾らと高くなったと。これは、先の１２月

定例会で議論した抗がん剤を使ったりして外来単価が高くなったよという話の結果だ

と。ということは、今年も同様に抗がん剤を中心とした高い外来の治療をしていくと

いうふうなことなんだろうなと思われます。 
 そうしますと、市立病院の医業費用のほうで材料費を見ました。材料費は３月の補

正予算で決算の見込みとしては３６億２,２００万円ぐらいなんです。他方、新年度予

算の材料費は３５億２,９００万円なんですよ。つまり、３月補正と比較して新年度予

算は１億円ぐらい少ないんです、材料費が。実際、比べてみると、やっぱり、薬品の

金額、購入費が１億円ぐらい下がっているような予算組みになっています。というこ

とは、薬を買うのを減らすということで、抗がん剤を減らすのかどうかわかりません

が、薬を買うのを減らして、でも、外来単価は維持して、患者数も増やしていく、入

院、外来ともというのは、いまいち納得ができないのですが、このあたりを納得いく

説明をいただきたいというふうに思っています。 
  
経営企画課長 
 宇津野史行委員の先ほどの経営支援策に絡んで、２億円を支援すると、そういう収
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支構造のお話だと思うのですけれども、まず、冒頭に、病床利用率の設定につきまし

ては、市立病院については８３％、東松戸病院については９０％ということで、今の

現状を踏まえてかなり手がたいところを設定したというふうに私は考えております。

したがって、今の松戸市立病院の２月の病床利用率は８０％を超えておりまして、そ

こを見ると、先ほど、冒頭に説明した７５％当初から年度途中の８５％というのは達

成できるなというふうに思っております。 
 それから、東松戸病院につきましても９０％ということですが、これは母数を縮小

しておりますので、今現在いるお客さんを見てこれに設定していますので、決してハ

ードルが高いというふうに思っておりません。 
 そんな中で、かなりハードルを低くして病床率を確保しておりますので、願わく

ば、設定した予算を必ずクリアしたいというふうに考えておりまして、市立病院でい

きますと、入院収益は８３％に相当する３月補正後と当初予算の差が１０億円ぐらい

増えておりますので、これでまず自立を図っていくということが一つ。あと、先ほど

御説明した基準としてカウントできる負担金を市からいただくことによって経営改善

を図っていきたいというふうに思っているんですけれども、この２億円を支出するこ

とによって、市立病院にとってもメリットがあるというふうに御説明をしました。 
 さらには、東松戸病院についても９０％ということでの設定ですけれども、私ども

が考えておりますのは、これをこれ以上に上回るように努力していくというのが最大

使命ですので、そういうふうに考えております。 
 また、２億円については、恒久的な措置ではなく、暫定的というふうに捉えており

ます。これは、先ほど申しました看護師の確保というのがやっぱりネックになってお

ります。緩和ケア病棟開設に当たっては、より高密度な医療ということですので、１

病棟休止をしたというのは、それを緩和ケアに充てて増員を図ったというところです

ので、今後、その２病院のあり方の議論がなされて、２病院をどういうふうに持って

いくかということによっては、この正常化ということについてはまた条例提案をさせ

ていただくなりして、病棟の復活をしていきたいという希望的な観測もありますの

で、それまでの暫定措置ということで捉えていただければありがたいと思います。 
  
病院事業管理局審議監 
 材料費が１２月補正のときから下がっているということの御答弁を申し上げます。 
 材料費については、平成２６年度の見通しで医業収益に対する比率が２６．７％と

いうふうに高騰しております。経営計画の目標値をかなり上回っているということか

ら、今後、コスト管理を強化いたしまして、その削減に努めていくということが大き

な経営課題というふうに認識しております。 
 新年度の予算につきましては、材料費を削減する方策として購入価格を他病院と比

較する仕組みの活用、それから、品目の集約、安価なものへの切りかえなど、購買強

化の方策を講じるということに加えまして、ここのところ、ジェネリックへの転換が

順調に進んでおります。 



16 
 

 それから、ただいま、抗がん剤のことについても御質疑がありましたが、抗がん剤

の伸びは、減ってはいませんけれども、伸びが頭打ちになっておりますので、そうい

った意味では外来の単価も今年と去年は同じにしてるということかと思いますけれど

も、抗がん剤の伸びが頭打ちになってきて右肩上がりではないという想定もいたしま

して、そのようなことから新年度の材料費を前年度比マイナス２.６％減額するように

今回見積もったということで、金額としては９,３２９万７,０００円、３月補正のとき

にいただいた今年度予算からは減らしたというものでございます。 
 
宇津野史行委員 
 まず一つ目の件については、要は入院収益は前年度決算見込みと比較して１１億円

ぐらい、人数にして約１万６,０００人ぐらい入院患者を増やすと。それも、手がたく

見た数字だよというお話でしたので、これは推移を見ていかなければいけないなとい

うふうに思っているんですが、一方で、１１億円分の収益を入院で増やすと。外来は

ほとんどあれですかね。前年度決算見込みと比べてそれほど増えていない訳なんです

が、何分にも１１億円の収益を上げる訳ですよ。１１億円の収益を上げるのに材料費

を減らして収益が上がると言われて、今までどうやって材料を使ってきたのかという

話、率直にちょっと疑問に思うところです。材料費を減らして１１億円増の収益を上

げられる。これが、だから、購入の価格を比較するとかという話で、それは少しは安

くなるのかもしれませんが、これはいまいち納得がいかないなというふうに思ってい

ますけど、もし単純に１１億円儲けるだけの材料が減る、ここの部分はどういうこと

なんだろうなというのは本当にわからないなというふうに思ってるんですが。 
 
病院事業管理局審議監 
 材料費の積算につきましては、これはこれまでの情報管理というか、コスト管理の

事業が非常に曖昧だったということはお詫びをしなければいけないと思うんですが、

なかなか診療行為とコストの関係というものを、今、把握し切れていないということ

がございます。材料費につきましては、前年度決算をベースに増減要因を加味して積

算するという形にしております。 
 先ほど申し上げました減額理由につきましても、医療の質を落とすとか、何か材料

を使わないというよりは、品目の集約とか安価なものへの切りかえ、もしくは、購入

価格の比較検討でより安くする、そういったもので、医療の質を落とすという考え方

ではありませんので、そのことによって収益が減るということではないのかなという

ふうに思っております。 
 ただ、いずれにしても、経営課題の重要なところでコスト管理事業を構築しようと

いうことを考えておりますので、その辺のところを、今後、コストと収益の関係性に

ついては、よりそういった管理ができる体制を構築していきたいというふうに考えて

おります。 
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宇津野史行委員 
 これは、結果を見てみないと何とも言えませんが、医療の質を落とすものではない

というところが我々からすると重要だなというふうに思っていますので、これが本当

に効率化が図られて医療の質を落とすことなく、材料費も抑えつつ売り上げだけ上げ

るということが実際にできるかどうかという点に関しては、今後、注意して見守って

いかなければいけないなというふうに思っています。 
 次に、東松戸病院のほうに行きます。 
 まず、平成２６年度当初の入院単価というのを計算したんですが、２６年度の当初

予算では２万６,３４９円でした。これが、ついこの間議論された決算見込みでは２万

３,９６８円でした。ですから、ここで２,５００円ぐらい下がっているんですね。これ

は２７年当初予算、今議論している予算では２万７,８４５円でした。つまり、２６年

度当初は２万６,３００幾らで、これが実際の数字では２万３,９００円、新年度予算で

は２万７,８４５円。新年度予算では、何か病床機能の見直しを図って集約をしていく

んだというところで単価が上がるんですというのはわかるんですが、２６年度当初予

算がなぜ決算見込みの段階で下がってしまったのか。これを大幅に、今回、新年度予

算で回復して、さらに２６年度当初予算よりもさらに単価を伸ばす訳ですよね。この

あたりを説明していただきたいんです。一連の流れですね。当初予算と決算見込みと

新年度予算に関して、入院の単価の高かったのが下がってさらに高くなるという、そ

のあたりを説明いただきたいなと思っています。 
 それから、外来の単価についても聞かせてください。 
 平成２６年度当初予算の外来単価は７,８５０円でした。これが、ついこの間議論し

た決算見込みでは７,８００円でした。ほとんど下がっていないですね、５０円だけ下

がった。これが、今議論している新年度の予算ですと、７,３３４円と、これが今度は

逆に大幅に下がってるんですね。このあたりについてお聞かせいただきたいなという

ふうに思っています。この二つを聞かせてください。 
 
東松戸病院総務課長 
 まず、入院単価のほうから御説明をさせていただきます。 
 平成２６年当初予算につきましては、２万６,０００円ということで、今お話があっ

たかと思います。これが決算見込みになりまして下がった理由ということでございま

すが、こちらにつきましては、補正予算の際にも御説明をさせていただいたかと思う

んですが、医師不足というようなこと、それから、その上に常勤医師の長期の病欠と

いったことで入院状況が落ちてしまったというようなことで御説明をさせていただき

まして、このような単価にまで至ってしまったということでございます。 
 平成２７年度予算につきましては、４月１日から回復リハのほうに専門医が入ると

いうことで、こちらのほうが今まで診療報酬単価の低い患者と言ったらおかしいんで

すが、整形関係の患者が、今度は脳血管疾患の患者ということで単価の高い患者がと

れるというようなこともございます。 



18 
 

 また、それに併せまして、そういった専門医が来ることによって、今までは患者を

受け入れる前段で体調の調整というんでしょうか、そういったものをさせていただい

ていた訳なんですが、それがなく、今度は専門医がおりますので、すぐに受け入れら

れるというようなことがございます。そういったところでまた単価が上がってくる

と。なおかつ、先般から申し上げておりますように地域包括ケア病棟、こちらのほう

が一般病棟と単純に比較しますと、単価において５,０００円ほど違ってまいります。

そういったところから単価の上昇ということを見込みまして、今回は平成２６年度の

決算見込みを上回るような単価になっているというようなことでございます。 
 ２点目の外来単価についてでございます。 
 こちらにつきましては、より実現性の高い数字というところを精査した訳なんでご

ざいますが、こちらの平成２７年度の単価につきましては、外来患者の多かった時

期、そのときの５か年の平均単価を持ってきたというような経過がございます。 
 患者数につきましても、当時、一番高いというところで１７１名というようなこと

で設定をさせていただいたような経過がございます。 
 単価については以上でございます。 
 
宇津野史行委員 
 わかりました。医師のいらっしゃる、いらっしゃらないで高い患者を受け入れられ

るかどうかというのもまた違ってくるんだというお話で理解をした訳なんですが、そ

うすると言うのも変ですけども、今後入院患者についてはそれでも減ると。外来患者

については、決算見込みが２７万７,０００円で今度の予算見込みは３０万５,０００円

か。ですから、外来は増えるよという話なんですが、先ほど、市立病院で薬の購入に

ついて見直すという話をしたんです。確かに、市立病院のほうは、新しい薬だった

り、高い薬だったりを使うので、見直しの幅が大きいのかなというふうに思ってい

て、それで安くなって利益を上げられるような仕組みに、今回、挑戦する訳ですが、

東松戸病院のほうというのは、薬の見直しというのは余り幅がないものなんでしょう

かねということをお聞かせいただきたいと思っています。それが１点です。 
 それから、東松戸病院の、今回、新しい病床を立ち上げますよという話がありまし

て、３種類の取り組みですね。回復期リハビリテーション病棟と地域包括ケア病棟と

緩和ケア病棟のこれを３本柱にするんだというお話があって、それらを、ほかの病床

も含めて、まとめて患者数が何人で、それに対して単価が幾らで、それによる入院収

益が幾らだというふうに御説明されると、本当ならば、回復期リハ病棟の利用率は

何％が目標で、これの単価は幾らでとか、地域包括ケア病棟は何％の利用率でそれに

対して実績はどうでとか、そういう検証の仕方が今後できるようになると、とてもわ

かりやすくなってくると思うんですね。ですから、そういった情報提示の仕方という

か、そういったものをぜひ検討いただきたいと思うんですけど、それをお考えいただ

きたい。これは結構肝だと思っているので、検証する上で、そういうお考えがないか

ということをお聞かせいただきたいと思っています。 
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 それから、最後ですが、１５０床に８月からするんですか、東松戸病院に関して

は。これが、先ほど、織原正幸委員のほうも、病床数が減っちゃうのは困るよみたい

な話があった訳なんですけども、これは回復していくような見通しというのはあるん

でしょうか。休床するものが、今後、いずれ１病棟分回復していくということもいつ

か見越しているのかということをお聞かせいただきたいと思います。 
 
東松戸病院総務課長 
 薬のほうの関係なのですが、こちらについては特に幅はございません。急性期病院

のようにさまざまな薬を使う、手術をするというようなことはございませんので、そ

れほど特別に薬に幅があるということはございません。 
 単価の設定についてでございます。今回につきましては、地域包括ケア病棟、回復

リハ病棟、緩和ケア病棟とそれぞれに単価を設定し、計算させていただいておりま

す。 
 
経営企画課長 

 今、宇津野史行委員から２点目の単価と表示の仕方とかということについては、十

分研究して、わかりやすい御説明ができるようにしたいと思っています。 
 あともう一つ、先ほど、今後、病床を復活させるかどうか、これについては、先ほ

ど、最初に申し上げましたけれども、人員をふやすということが前提になってきます

から、条例定数を変えないとこれができないという必須要件となってしまいます。２

病院のあり方を今後検討するということがありますので、その中でも経過を見ながら

それを行うかどうかについては、再度検討してまいりたいと思っています。 
 
宇津野史行委員 
 予想どおり、薬に関しては見直す幅はないのかなと思って、確認させていただい

て、ありがとうございました。 
 それから、病床の機能ごとですかね。何とか病棟、何とか病棟と、これごとの利用

率については、今後、適宜、情報提供していただけるといいのかなというふうに思っ

ています。 
 それから、１５０床に関しては定数の見直し、そういったものが含まれているの

か、今後、この中で議論していくことになるのかなというふうに思っています。 
 ありがとうございました。 
 最後なんですけども、新病院の整備基本計画の中で収益的収支の予測というのが平

成５８年ぐらいまでざっと書かれていて、新年度予算を見ると、医業収益が１３１億

円ぐらいである訳ですよ。今回は１５２億円なので２０億円ぐらい医業収益が高いん

ですね。一方で、例えば、給与費なんかは８３億６,４００万円、新年度予算は９４億

１,２００万円ぐらいなので、やっぱり１０億円高い訳ですよね。こういう計画と比べ

て１０億円、２０億円高くなる、もう既に５年後ぐらいの数字なんですよね。４、５
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年後ぐらいの数字なんですよ。こうなる原因というのは何かあるんですかね。これぐ

らい短期間の間にぼんぼんぼんと医業収益も１０億円、２０億円、年によって変わっ

てきたり、医業収益はたまたまもうかりましたという話ならわかるんですけど、給与

費だってぼんぼんと１０億円ぐらい予定していたより高くなってしまう。そうする

と、もう計画立てようがないような気がするんですけど、なぜこういうふうになって

いるのかなというのをお聞かせいただきたいと思っています。 
 
病院事業管理局長 
 整備基本計画と今の予算との乖離ですよね。整備基本計画をつくったときには、市

立病院の７対１看護基準関係というのは、新病院開院時、平成２９年を想定してつく

っております。 
 ただ、一昨年、定数条例改正のときに御説明させていただいたように、今の状況下

で新病院開設を待って７対１看護基準は多分とれないだろうという想定のもとで、前

倒しで７対１の看護基準をとらせていただきました。７対１がとれた段階で収益が上

がって、その分、費用についても人件費が増えているということになります。 
 整備基本計画でつくった収支計画につきましては、まだあらあらのものではござい

ますけれども、前回、建設費の補正をさせていただいたときに収支のシミュレーショ

ンを出させていただいておりますが、あれが今のところ、整備計画に基づく収支計画

の見直し版だというふうには考えておりますが、ただ、まだ少し、これから先々変更

するところもありますので、精緻なシミュレーションを再度作成していきたいという

ふうに考えております。 
  
中川英孝委員長 
 平成２６年度補正予算のときも議論になりましたけれども、医業収益と材料費との

因果関係、この辺についてもしデータが出せるのであれば、ぜひ、またこれは、多

分、原裕二委員なんかは補正予算のときに話があったんですけども、かなり理解でき

ない状況の中で消化不良になっていたような気がしたものですから、あえて申し上げ

ますけども、この辺のデータをひとつぜひ出して、病院管理局審議監お願いします。 
  
原裕二委員 
 それでは、何点かあるので質疑したいと思います。 
 基本的には、最初に議案説明でもらいました２枚のＡ４判の紙ですね。これに沿っ

てまずは質疑したいと思います。 
 まず、予算編成の基本的な考え方で、今回、入院の稼働率が８３％ということで、

これはかたい数字であるというふうに御説明があったんですけども、果たして本当に

かたいのかなと思っているんです。といいますのは、ここに書かれている８１.９％か

ら８３％と、１.１％伸びている訳ですけれども、この８１.９％というのは平成２６年

度の当初予算です。当初予算に比べてかたいという数字なんですけど、普通、実現可
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能でかたいというんであれば、当然ながら、実績ベースと比べてどうなんだというの

でかたい、行けるんじゃないかというふうに判断するのが普通のことだと思っている

んです。 
 ちなみに、実績ベースは１日当たり４３２人だと思うんですね。今回の予算では、

４７３人ですので、大体９.５％ぐらいの上昇ということで、これが本当にかたい数字

だというふうに言い切れるのかどうか、それをまずお伺いしたいと思います。 
 続きまして、先ほど、織原正幸委員からも出ましたけども、一般会計負担金の増に

ついてなんですけども、特に基準内繰入の増ですね。３億８,８００万円ぐらいという

ことで、これは説明欄には周産期医療に要する経費が１億８,５００万円ぐらいです

か、集中治療室のほうが２億５,０００万円ぐらいと書いてあって、さらにそこの横に

周産期医療に要する経費は純増と書いてあります。集中治療等の運営費のほうは増と

書いてあるんですね。このまま読むと、周産期医療に要する経費というのは純増です

から、０から１億８,５００万円ぐらいですか、増えたというふうに見えるんですけど

も、先ほどの説明ですと、今までは収支差でやっていました。それを今度、要は定額

ですね。ＮＩＣＵが１床当たり幾らだと、ＧＣＵが幾らだというふうに変えたという

ことですので、その説明だと純増にはならないと思うんですよ。収支差からやり方を

変えた増が幾らだと。 
 もし収支差を、やり方を変えてこれだけ伸びたというのであれば、じゃ、今までは

幾らを見込んでいて、今度は幾らになったのかというのを教えていただきたいなとい

うふうに思います。 
 続きまして、給与費なんですけども、給与費については、今回、４億３,０００万円

ほど増があるというふうに説明を受けていまして、その中で要因としては、こちらに

歯科医とか看護師の増員、事務職の増員ということがトピックスで書かれていて、全

部で３５人ですか、３５人の増という形で書いてあるんですけども、３５人増加して

４億３,０００万円なので、ちょっと数字が合わないなと思うんですけど、その他の要

因が多分あるんだろうというふうに思っているんで、給与費増その他の要因について

教えていただきたいなというふうに思います。 
 あと、手術件数についてちょっとお伺いしたいんですけども、手術件数の平成２５

年と２６年、実績値ですね。それから、２７年、これはあらかじめ伝えてあると思う

んですけど、２７年の手術数の見込みを教えていただきたいと思います。 
 それとさらに、今回、心血管センター開設に向けた医療機器購入ということで２億

円というふうに聞いています。これは確認なんですけども、当たり前の話なものです

けど、千駄堀に建設する新病院で使えるものを買うのかというところがまず第１点

と、それと、心血管センターの開設ということで載ってるんですけども、心血管セン

ターの開設というのは、私の中では知らなかった部分でして、これは今度の病院の新

整備基本計画に則ったものなのかどうか、それをお伺いしたいと思います。 
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市立病院医事課長 
 私のほうからは、一番最初の入院患者数の平成２７年度の病床利用率ということで

お答えさせていただきますが、確かに今おっしゃられたとおり、２６年度は８１.９％

ということで、２７年度は８３％ということで見込んでおります。 
 これにつきましては、今回、４月に看護師が、新規で採用される方がかなり多いと

いうことで、病棟配置もかなり進んでくるということで、一般病棟を今、若干制限し

てる部分も解除できていく見込みがあります。 
 それと、特殊病棟のほうにも何人か配置することができて、そちらのほうも患者数

が伸びてくるということで、当初、７５％ちょっとぐらいからスタートして、最終的

には８５％ぐらいまでいくということで、年間平均でいきますと８３％は可能な数字

であると考えております。 
 それから、４つ目御質疑の手術件数の件で私のほうからお答えします。手術室の統

計によりますと、平成２５年度の手術については、入院で３,２８９件、外来で５１９

件で合計３,８０８件でありました。今年度の見込み、今現在合計で３,５２６件です

が、この見込みから１年間トータルで計算しますと入院で３,３９３件、外来で５０７

件で３,９００件となります。 
 ２月までの数字の差で見ますと、平成２５年度が３,４８９件、２６年度は３,５７６

件ですので、８７件増えております。 
 平成２７年度の見込みということでお話がありましたが、この推移で患者数が伸び

てきますことから、入院で３,５００件、外来で５００件の合計４,０００件を予定して

おります。 
  
経営企画課長 
 最初に、負担金の増額の意味について御説明いたします。 
 周産期医療に関する経費は、まさに原裕二委員がおっしゃったように、全くの新規

で入っておりまして、これはＮＩＣＵとＧＣＵに相当するものを算定基礎として、１

億８,５００万円程度増額しております。 
 集中治療室につきましては、今回加えたものは、ＨＣＵとＰＩＣＵということでそ

れぞれ整備されたものについて加えておりますけども、昨年もＩＣＵについては既に

５,２８０万円程度ありまして、それに加えてきていますので、これは増加ということ

で考えております。 
 それと、心血管センターにつきましては、間違えやすい表現で大変恐縮なんですけ

ど、診療科目ではなくて、組織上の話になっておりまして、心臓血管外科と循環器内

科、それから、小児心臓血管外科を束ねる組織としてのセンターという意味ですの

で、通常の診療科目という意味では違いまして、診療科目は３０科目で変わりござい

ませんで、そういうことで御理解いただければと思います。 
 機械につきましては、アンギオを２億円計上しておりますけども、これについて

は、平成１６年度に購入した機器の更新ということで、高い機器ですのでなるべく使
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うようにしていますが、ここでセンターを開設するということもありまして購入しま

すが、これは新病院にも移設して使う予定でございますので、御理解いただきたいと

思っております。 
  
病院事業管理者 
 心血管センターについて、多少説明させていただきます。 
 実は、幸いなことに、埼玉医科大学病院の循環器内科の教授をしておられた先生

が、いろいろな理由から埼玉医科大学病院を、定年を数年待たずしてお辞めになっ

て、埼玉県のある病院に行かれたんですけども、いろいろな問題があって、そこでい

ろいろな御不満があって、たまたま私がお会いしたときに、その先生は週１回、松戸

市立病院に指導に来ていらっしゃる先生なんですけども、非常にカテーテルの高いレ

ベルの研究をしておられる方で、いろいろとお話をしたら、実はもう松戸市立病院に

来てもよろしいということをおっしゃいましたので、急きょ３月１日付けで採用辞令

を発令しました。 
 発令するときの条件として、要するに松戸市立病院は御案内のとおり、一時、非常

に活発な心臓の手術その他をやってたんですけど、一時下火になって、東京女子医科

大学病院から小児心臓外科の先生がお見えになって、非常にレベルがアップしまし

て、その先生が岩手医科大学附属病院のときの弟子で大人の心臓外科をやる先生にま

た着任していただきまして、その結果、心臓手術が非常に今、順調に伸びておりま

す。 
 それと同時に、循環器内科の補強を私が考えたときに、埼玉医科大学病院の教授が

こちらに来てよろしいと。ただ、着任する条件として心血管センターをつくっていた

だければ喜んで来たいという御提案がありました。 
 大阪府に国立循環器病研究センターがありますけど、一時、日本では循環器病とい

う言葉がはやったんですけど、この教授に言わせますと、それは時代が古いので、今

は、要するに循環器病センターではなくて、心血管センターというふうに名前が新し

くなってきております。そういうものをぜひ松戸市立病院につくっていただければ来

るということで、これが２月の半ばごろにお話が来たのを、急きょ３月１日付けで発

令して来ていただきまして、非常にこの辺では誰もできないような細かいカテーテル

の治療をやってくださいますので、非常にレベルがアップし、そういうことが２７年

度の診療の報酬にも影響してくると考えております。 
 そして、心臓外科と内科とがペアとなって、お互いに協力しながらやっていくに

は、どうしても共同で仕事をする心血管センターがあったほうがいいと、そういうふ

うに考えておりますので、説明させていただきます。 
 
経営企画課長 
 今御説明した、三つの診療科ということのセンターと申し上げたのですけれども、

そのうち、小児心臓血管外科は含まれませんので、訂正させてください。 
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市立病院総務課長 
 平成２６年度の当初予算と比較して、市立病院の事業費用のうち、給与費が約４億

３,０００万円増額をしている理由ということですが、こちらにつきましては職員３５

名の増加に伴う給与及び手当て等の増加、それと、２６年度人事院勧告に伴います勤

勉手当の０.１５月分の支給増に伴う手当の増加及び定年退職者の増による退職給付金

の増加が主たる原因となっております。 
  
原裕二委員 
 まず、予算編成に当たってなんですけども、かたくいくとなると、実績ベースを見

て、それを資料に載せて、だから大丈夫だという説明をしないと、計画どおりいかな

くて補正をした訳ですよね。その補正をした数字の前を比較して大丈夫だというの

は、ちょっとやり方としてはおかしいのではないかなというふうに思います。 
 それから、一般会計の負担金の増ですね。特に、基準内繰り入れの増加について、

周産期医療に要する経費が純増ということで、要は、今までこれを繰り入れをしてい

なかったけれども、今回から増やすということなんですけども、これは、国のほうで

制度が変わったりしたということなんでしょうか。だから、今回から増えたという説

明なんでしょうか。 
 ちなみに、経営計画、平成２６年４月策定の病院事業計画のところには、２９ペー

ジにしっかりと一般会計の負担のあり方ということで、総務副大臣通知ということで

周産期医療というのがしっかり実は載っています。ということは、はなから周産期医

療については繰り入れをしてもいいよということになっていたんじゃないかなという

ふうにも、この文章からは見えるんですけども、その辺に対しての説明をお願いした

いと思います。 
 給与費についてはわかりました。ただし、ちょっとわからないことがあって、事務

職の増員が５１人から５８人ということで、７人増になっているんですけども、この

５８人という数字というのは、そもそも新病院の基本計画とか、それから、今回の平

成２６年４月の今言った病院経営計画に則っているのかどうか、これを説明していた

だけたらなというふうに思っています。 
 それから、心血管センターについて詳しく説明がありまして、ありがとうございま

した。ただし、心血管センターについて、答弁漏れじゃないかなと思うんですけど

も、これも新病院整備計画には載っていないんじゃないかなというふうに思ってるん

ですけども、これも、実は、新病院の計画の中の２１ページにいろんな機能別センタ

ーについていろいろ書いてありますけど、ここには記載がないんですけども、やはり

計画にのっとっているのかどうか、まずそれを説明してください。 
 
市立病院総務課長 
 事務職の７名増のところでございますが、こちらは基本計画に記載しているもので
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はございません。といいますのは、このうちの６名につきましては、新病院を開設す

るための事務的な作業等を行うための職員ということで、新病院開設時にその形で残

すものではございませんので、新病院の基本計画には入っていないという形になって

おります。 
  
経営企画課長 
 まず、心血管センターについて計画があったのかということですが、新病院基本整

備計画には載せてございません。ただ、先ほど、病院事業管理者からの説明のとお

り、やはり、組織を束ねる一つのくくりとして、センターとして位置づけることによ

って、より組織として、発揮をさせていくというような考え方です。 
 あと、周産期医療の繰入金をなぜ今までしてこなかったのかということも含めて、

周産期医療については、新病院で整備していくという考え方で今もそういう考え方を

持っています。平成２６年度においては、内部組織をつくって、周産期医療につい

て、今後、認定を受けるということで考えておりましたけども、その要件を満たすと

いうことで、今度、周産期医療に特化したセンターを開設するということになりまし

たので、そこでこの負担金をいただくというような流れになっております。 
  
原裕二委員 
 まず、心血管センターもそうですし、事務職のほうの増員のこともそうなんですけ

ども、基本計画を策定したときに既にこの辺は見込んでおかなきゃいけなかったんじ

ゃないかなというふうに思うんですよね。そもそも、基本計画の収支計画には５０人

という記載があって、今回、５８人になって、そこに給与費、先ほどからありました

けど、収支計画があって、給与費なんかも載っている。ここの根底からまず崩れてい

ってしまう。それから、心血管センターについても新整備基本計画からもし載ってい

ないとしたら、それを新たにつくるときには、やはり、議会にはしっかりと報告をす

べきではないかなというふうに思います。 
 それから、先ほど、最後にありました繰入金についてなんですけども、これはちょ

っとわからないですね。平成２５年４月にはもう既に周産期医療でもらいますよとい

うことが経営計画にはしっかりと載って説明がある訳ですよ。 
 そうすると、今の説明ですと、平成２５年４月１日には周産期医療をやっていなか

ったということになっちゃう訳ですよね。やっていた訳ですよね、当然。ですから、

そのときにも、絶対、本来であれば、数字は違うにしろ、繰入をしていないとおかし

いんじゃないかなというふうに思うんですけども、その点について、１点、御説明を

お願いしたいと思います。 
 
病院事業管理局長 
 周産期医療についての御質疑でございます。 
 まず、病院事業としましては、千葉県の地域周産期母子医療センターの届け出をし
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て、その名称を県から認定していただくということで動いておりました。 
 ただ、その手続の中でいろいろな要件で、今年度は認定を見送られた経緯がござい

ます。それについては、理由としては、県の財政上の問題と、県が今持っている地域

医療計画の中で、あれは平成２８年に確か改定されるんですけれども、東葛飾北部地

域で地域周産期母子医療センターを一つ必ずつくるという厳しい書き方をしていない

で努力目標になっていたというのがありますので、今回、市立病院としては、その辺

を明確に、今提供している医療自体は、周産期医療母子医療センターとして全然遜色

がない医療をやっているというふうに県も認めていただいておりますので、このまま

県にその申請を継続的に行っていきたいということと併せて、実際にその医療を提供

しておりますので、一般会計からの繰り出しに平成２７年度からお願いをしたいとい

うことで、今回、計上させていただいているということでございます。 
 ですので、当初、平成２５年度につきましては、県の認定があったからということ

があったので、出していなかったということでございます。 
 
原裕二委員 
 平成２６年度はどうですか。 
 
病院事業管理局長 
 平成２６年度についても、同様にまだ認定されていなかったので、出していなかっ

たと。 
 
原裕二委員 
 それは、認定されていないと、基準内の繰り入れというのは出せないものなんです

か。 
 
病院事業管理局長 
 認定されていないと出せないということはないと思います。ただ、当初、私どもが

考えておりましたのは、県からの認定のタイミングで当初は市のほうに繰り出しをい

ただきたいというふうに考えておりましたが、今回、いろいろな事情で遅れた経緯が

ありますので、平成２７年度から繰り出しの中に追加をさせていただいたということ

でございます。 
 
財務部長 

 単純に申し上げまして、収支差が黒字だったから今までは出していなかったという

ことでございます。 
 
原裕二委員 
 なるほどね。今のでわかりました。 
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中川英孝委員長 
 要は、財務部と病院当局とのせめぎ合いをやっている訳ですよ、ある意味では。 
 
原裕二委員 
 いろいろ聞きました。最後にお聞きしたいのは、新病院基本計画もありますし、病

院事業の経営計画等もあります。今回の予算というのは、そもそも病院事業経営計

画、これは１年前ですね、平成２６年４月に策定されました。これに沿ったものだと

言えるのかどうか、ちょっとお願いします。 
 
病院事業管理局審議監 
 平成２７年度の予算につきましても、経営計画の２年目ということでございますの

で、２６年度の実績を踏まえつつ、やるべき事業については盛り込んだということ

で、今回、提案をさせていただいております。 
 特に、経営計画の中で規定されている事業というものとしては、平成２７年度の事

業としては、まず、周産期母子医療センターについては、経営計画にこれの準備会議

をつくって千葉県に対してそのセンター化、そういったものをしていただくとか、そ

れから、当然、医療情報管理室、それから、コスト管理事業、そういったものについ

ても経営計画に基づいて強化をするということで今回の予算に反映させてきていると

いうものでございます。 
 
原裕二委員 
 経営計画では、ちなみに東松戸病院に至っては、平成２７年度は入院を１日１９０

人とりますというふうになっていて、これなんかは絶対、そもそも病床数を１５０に

する訳ですので、１日当たり１９０人はもう無理ですので、ほかにも手術の件数に至

っても、こちらの経営健全化計画で４,２５０人、先ほどでは４,０００人でしたっけ、

もうかなりずれています。ちなみに、経営計画の見直しについては、すぐに行わず

に、これを見ますと、第２期、２８年度から行うようなことが書いてあって、今年度

とか来年度については情報を収集するというようなことが書いてあって、これも正直

に言って、私から言わせると相談もなしに経営計画を反古にして変えてしまっている

のではないかなということに、そんなような気がしてしまいます。 
 新病院は、新しく大きなお金を使ってつくる訳ですので、それを納得したのは、い

ずれにしろ、こういう経営計画を見たりして、これだったらいけるだろうというふう

に判断をしたので、そもそもの計画を変えてしまうというのは非常に心配になるの

で、今後、経営計画とかと違う部分については逐次説明をしていただけるようにお願

いしたいと思います。 
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鈴木大介委員 
 ４月から歯科口腔外科が開設されるということで、病院事業管理者に都度説明して

いただいているんですけども、重篤な交通事故等で顔面が損傷して、口腔外科と外科

とともに一緒にやることに非常に意義があるという理由づけだったと思うのですが、

現状、松戸市の口腔ケアセンターから出されている資料だと、平成２３年度で１年間

で２９件、２４年度で１８件、２５年度だと２６件、２６年度は、１月までの資料に

なりますけれども、４月から１５件と、合計で大体約８８件ぐらい往診で歯科医師

が、現状、軽い病状のときに市立病院に来ていただいているという事情があると聞い

ています。 
 新たに歯科口腔外科ができてしまうと、法律的に歯科医師に点数がつかなくなって

しまうという事情がありますが、それは置いておいて、そうすると軽度のそういった

歯科口腔に問題を抱える患者というのが不利益をこうむってしまうのではないかとい

う問題があります。 
 その点について、まず１点、どのようにお考えかというのをお聞かせ願えればと思

います。 
  
経営企画課長 
 歯科口腔外科につきましては、冒頭、御案内のように、４月に診療科を開始すべく

準備しています。 
 鈴木大介委員がおっしゃられるように、前もそういう議論がありましたけれども、

訪問歯科診療を受け入れる際に、松戸市立病院が診療科目として標榜いたしますと、

訪問歯科診療が、それまで直接医師に支払われていた診療報酬が市立病院に一旦入る

ことになります。そうなりますと、どういうふうになるのかという御疑問だと思うん

ですけども、基本的な考え方としては、訪問歯科診療を受け入れるという方針で考え

ております。 
 今、松戸市歯科医師会と協議を進めているところですけども、当面、先ほど言っ

た、一旦、松戸市立病院に入ってきた診療報酬の手当をどういうふうにするか、その

仕組みをどうするかということについて、訪問歯科診療を継続できるような具体的な

協議を進めていくという話で、歯科医師会とともに、入院患者には御迷惑をおかけし

ないように配慮していこうということで意見が一致して、協議を今進めているところ

ですので、御理解いただきたいと思います。 
 
鈴木大介委員 
 訪問歯科診療を受け入れていただけるということで、現状の患者に不利益が生じな

いようにやっていただけるということで、本当にありがとうございます。 
 ただ、タイミング的に非常に遅いんじゃないかなと非常に心配をしていました。予

算書の７６ページ、７７ページ、支出の市立病院事業費用の中の、恐らく経費の中の

報償費に含まれてくるんだと思うんですけども、そういった中での予算上の措置とい
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うのも恐らくまだ現状では考えられていないのかなと見えますので、そういったとこ

ろも含めてしっかりと対応していただきたいのが１点です。 
 もう１点です。これは広くなります。また新事業についてなんですけど、いいです

か、２病院のあり方については、基礎調査を今年度から実施されるということでうた

われていると。これは、先の病院事業補正予算のときも議論になったとは思うんです

が、これは僕の勝手な考えなんですけども、どうしても、２病院のあり方について、

病院事業の中で枠組みで考えると、先ほど来、皆さん議論されているとおり、どうし

ても東松戸病院に関しては、亜急性期、要するに、入院数を減らすための受け皿だっ

たりとか、緩和ケア病棟ができた結果、がん患者の受け入れであるという、皆さんの

スタンスというのは、東松戸病院のスタンスが決まっちゃってる訳ですよね。２病院

のあり方というものを病院事業の中で捉えること、どうしても医療従事者だったり、

現場の方々には敬意は表しつつも、医療従事者の意見がどうしても通ってしまうんじ

ゃないかなという懸念がこちらにあります。 
 広く松戸市としてどういう福祉政策、医療政策をとっていくのかというのが、本

来、２病院のあり方の検討だと思うので、その辺をどう基礎調査において、将来、つ

なげていくのかというのがわかればお願いします。 
 
病院事業管理局審議監 
 ただいま御質疑の２病院のあり方の基礎調査について、これは、複数年というか、

その先には病院事業の整備構想の策定というものがあるのだろうというふうに考えて

おります。 
 この検討体制なり検討スケジュールを考えるに当たりまして、市長部局と協議をし

ながら進めさせていただきました。総合政策部、健康福祉部、福祉長寿部と協議をさ

せていただいて、とりあえず、基礎調査で検討素材を集めるというところについては

病院事業としてやらせていただくというふうに考えております。 
 そういった議論の素材が集まった段階で次のステップに入ると。そのときには、市

長部局とどういう体制を組むのか、あと、通常のステップですと例えば審議会的なも

のをつくるということもあるかと思いますし、そういったものをどこの部局に置くの

かとか、そういったことも含めて、今、鈴木大介委員がおっしゃったように、病院事

業内部だけで議論するのではなく、松戸市の地域医療体制をどう構築し、その中で公

的病院事業がどういう役割を果たすのかということを客観的に検討していくものとい

うふうに考えております。 
 
鈴木大介委員 
 あくまでも基礎調査で、それは松戸市の地域医療の体制を検討するための素材であ

って、一番重要なのは次のステップで、市長部局で総合的にどういう体制を構築して

いくかということなので、その点は、今後の議論だと思うので、ともども、よりよい

体制をつくっていくために議論していきたいなと思います。 
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二階堂剛委員 
 始めに、説明がありました病院事業の概要の説明の件のことで２点ほどお聞きした

いんですけれども、一生懸命、医業収益を上げる努力をされて、増額補正にならない

ようにということで①に明文化されているんですけども、一方で、それをうたいつつ

も、一般会計の負担の一部見直しということで、今回、先ほど議論になっています周

産期の医療とか、高度医療に要する経費ということで３億７,０００万円ほどを一般会

計から基準内繰り入れということで提案をされていますけども、これは、今後もこう

いうふうに収益を上げるための一つの新しい取り組みとして一般会計からという話で

は理解はするんですけども、こういう形での提案というのはこれからも増えてくるの

かどうかということを一つお尋ねしたいのと。それから、先ほど、東松戸病院の支援

ということで、松戸市立病院から、急性期から回復期に移行して、また、入院の在院

日数を減らすほうが単価が上がるということで、松戸市立病院のほうの収益は増えま

すけども、それを東松戸病院に回すということで負担をかけるということで、そのた

めのいろいろなリハビリとか、地域包括ケア病棟とか、緩和ケアの病棟をつくられる

ということで、そのための支援ということで、松戸市立病院から財政支援をするとい

うことでお話がありましたけれども、これは、東松戸病院を見ても、前年度の入院患

者は増えているのを、確か補正予算のときは１５５人だったんですけど、１日当たり

１４３人、これは、先ほど１５０床に減らすということで減るんだというお話があり

ました。それから、一方で１日当たりの入院患者数を、補正予算では１４６名だった

ものを１７１名、これは増にするということでお話がありました。ただ、そのときに

は、リハビリの医師が４月から２人増えるというお話がありましたけれども、これは

確実なのかどうか、４月から着任して医療行為に当たられるのか、それとも、平成２

７年度中に確保したいということなのか、この辺はもう一度確認をお願いしたいと思

います。 
 それから、説明書の関係でお尋ねしたいんですけども、一つは、８７ページの保育

所の運営委託の関係、松戸学園は市立病院の医療関係者の専属の保育所がありますけ

ども、この入所状況がどうなっているのかということを一つお尋ねしたいと思いま

す。 
 今、ほかの保育所は待機待ちということで、今、いろいろ、待機者を減らすという

ことで取り組まれておりますけども、ここが、確かに医療従事者ということで夜遅く

まで預かっていたり、いろいろ他の保育所と違った取り組みをされているので、一般

の人が入れるのかちょっとわかりませんけれども、その辺の現状とそういうことがで

きるのかどうか。それから、これは、委託ですので、別に子どもが多かろうが、少な

かろうが、一定の保育士は配置をされていると思うんですけども、その辺がどういう

ふうになっているのか、ちょっとお尋ねをいたします。 
 それから、市立老人保健施設梨香苑の関係なんですけども、これは、一応５０名と

いうことで現在利用されていますけど、これの現状がどういうふうになっているの
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か。例えば、いわゆる中間施設ですから、回復期から自宅へ戻る方が即在宅にできな

いということで、一旦、そこである程度過ごされて、そして、在宅というふうになる

と思うんですけども、その辺の在宅の復帰率がどうなっているのか、また、自宅へ戻

られて、施設に戻ってくる方がいるのか、それから、施設に長期利用されている方は

どれくらいいるのか、これは事前にお願いしていたので、わかれば数字を教えていた

だきたいと思います。 
  
経営企画課長 
 一般会計負担金の、今回、２項目について増やしておりますけども、今後、どうな

るかという話ですけども、先ほど言いましたとおり、願わくはルール化していきたい

という考えがありますけれども、なかなか、総額の問題もあると思いますので、これ

については、市の財政当局とも十分相談しながら進めていきたいと思っています。 
 ちなみに、項目的には、今、小児医療に関する経費は、今、一銭もいただいていな

いです。これも不採算部門ということになっておりますけれども、こういった経費も

含まれておりますので、ただ、先ほど申し上げましたとおり、財政負担ということも

ありますのから、そのバランスをやはり考えないといけないと病院事業としては考え

ておりますし、十分相談しながら進めていきたいと思っています。 
 
東松戸病院総務課長 
 １点目のリハビリ専門医の関係ですが、常勤採用ということになりまして、４月１

日からということで確定というか、１人です。 
 
二階堂剛委員 
 先ほど、１名と言わなかった。 
 
東松戸病院総務課長 
 リハビリ専門医は１名です。 
 ２名というのは退職した人数では……。 
 それから、梨香苑のほうですが、在宅復帰率は４６％です。 
 では、個別にということで、利用状況を御説明させていただきます。 
 新規入所者は１７人ということで、２月末現在の月平均利用状況ということで御説

明させていただきます。長期の対象者１８人、１日平均利用者４５人、平均利用日数

が７７日、利用率８９．９％でございます。 
  
市立病院総務課長 
 院内保育所の状況につきまして御説明をさせていただきます。 
 平成２７年２月末日現在での御説明をさせていただきたいと思います。 
 院内保育所の定員については、現在１１０名、現員数は６３名で、利用率が５7.２％
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でございます。保育時の年齢といたしましては、０歳、産休明けのお子様から５歳児

までというふうになっております。 
 利用している職種といたしましては、現在の院内保育所につきましては、病院事業

の職員しか使えませんので、職種といたしましては、医師、看護師、栄養士、視能訓

練士、診療情報管理士、薬剤師、理学療法士というように多岐にわたって利用されて

おります。 
 保育時間といたしましては、月曜日の７時から土曜日の２２時までになっておりま

して、日曜・祝祭日等は開いていないような状況でございます。 
 それから、従業員数でございますが、１年平均いたしまして、正規職員で１５名、

臨時職員で５名のような状況になっております。 
 それから、空いているところを地域の人が利用できないかのということでございま

すが、幼児保育課のほうで進めております新支援制度によりますと、その給付を受け

ますと、当医院の保育所の場合では確かに受け入れることも可能ではありますが、地

域の３歳未満の児童を２０人以上預かるというような条件になります。 
 この条件になりますと、まだ取り扱い不明なところも多くございまして、３歳以上

になったときにどのように取り扱うのかとか、そういったところがまだ詳細が未定な

状況になっておりますので、今後の看護師の増や、そういう状況を踏まえますと、今

回、この４月ではまだ検討している状況でございまして、地域の方の受け入れは現状

ではしていないという状況になっております。 
  
二階堂剛委員 
 先ほど、基準外の繰り入れのお話、これから検討していくという話を考えていくと

いうお話でしたけれども、やっぱり、基本計画とか諸々ある中で、確かに赤字補塡と

いうことでいろいろ補正予算の話が出ると、努力がどうのとか、いろいろな具体的な

病院の方たちのほうに目が行くんですけども、ただ、そうは言っても、新しい繰り入

れのいろいろな新たな医療行為というか、そういうものをどんどん取り入れると、結

果としてどんどん財政負担が膨らむのは同じなので、やはり、それもあらかじめ計画

的に出していただく中で、この収益を上げていく御努力ということでやっていただか

ないと、先ほど、鈴木大介委員からもお話が出ましたけども、東松戸病院のあり方と

いうことでこれから検討しようというときに、私個人としては、残してやるべきだと

思いますけども、ただ、検討していくということからすると、どんどん東松戸病院の

あり方自体がリハビリとか緩和ケアとか地域包括とか、どんどんそういう形に特化し

たときに、一旦だめよとなると、今度は本体の市立病院の運営自体にも大きな影響が

出てくると思いますので、これはやはり、もう少し議論を進めながら、確かに収益を

上げて赤字を減らしたいという経営する側の御努力は認めるんですけども、ちょっと

その辺が疑問に思うところもありますので、やっぱり、早急にこのあり方を議論でき

るような、そういう土壌の中で取り組みを進めていっていただきたいと思います。 
 それから、梨香苑の関係はわかりました。半分近く、４７％の復帰率ということが
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ありますので、その辺は病床がこれから減ったときに、そちらのほうに負担がかかっ

ていくような、７０日から利用されている方がいるというお話ですけども、その辺の

兼ね合いも心配なものですからちょっとお聞きしたんですけれども、数字的には了解

をしました。 
 あと、松戸学園の院内保育所の関係は、確かに医療従事者の専門の保育所として必

要なのはわかりますけども、実際、１１０名の定員で５７％の利用ということですの

で、ただ、産休明けの０歳児からになると、それはまたちょっと違うようですから、

一概にそこをすぐ地域にというふうにはならないと思いますけども、やっぱり、その

辺も、ぜひ、新しい看護師の採用の問題とも兼ね合うんでしょうけども、落ちついた

段階で地域のほうも受け入れできれば検討していただくようにこれをお願いしておき

ます。 
  
石川龍之委員 
 人件費比率に関してお伺いしますが、給与費の増、これは７対１看護基準の看護師

を増やすということと、病院建設事務局が内局に入ってくるということだと理解して

おりますが、それに伴い、人件費比率を大変心配しますが、平成２７年度はどういう

人件費比率になるのかというのをまず伺います。 
 
中川英孝委員長 
 病院全体ですか。東松戸病院、市立病院分けますか。 
 
石川龍之委員 
 市立病院だけでいいです。 
 
経営企画課長 
 市立病院の当初予算で見込んでいる人件費比率は６1.６５％となります。 
  
石川龍之委員 
 ありがとうございました。 
 それでは、ちょっと突っ込んで聞きますね。 
 県内の公立病院の平均の人件費比率、それから逆算した平均値で計算した松戸市立

病院の人件費は幾らになって、その差額が幾らになるか、そういう検討ぐらいはされ

ていると思うので、教えてください。 
 
経営企画課長 
 県内の病院との比較はしておりませんけれども、以前に御質疑いただいて、全国の

公立病院同規模の人件費比率は約５０％ということでの考え方を持っておりますの

で、これに限りなく近づけていくというのが当面の目標とは思っております。 
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石川龍之委員 
 差が例えば１１.６５％ぐらいあるんですが、これで幾らぐらいの費用が、この人件

費率の平均値になった場合、費用が削減できるのか、概算で教えてください。 
 
中川英孝委員長 
 人件費比率が１１％下がったときに、それを実額で幾らかということ。 
 
石川龍之委員 
 概算でいいですから。 
 
中川英孝委員長 
 人件費総額を減らせばいいんだ。 
 
経営企画課長 
 人件費比率は、コスト削減ということで、本来、民間企業的に言えば、例えば、ア

ウトソーシングするとか、そういうことで人件費を下げるということになる訳なんで

すけども、条例定数改正の際にも申し上げておりますけど、今、当面は看護師が不足

しているということで、今回、増員させていただきました。 
 したがって、逆に言うと、その比率を下げるためには医業収益を上げていくという

ことが必要かと思っております。 
 今回、医業収益につきましては８３％の病床利用率ですが、またさらにこれが先ほ

ども御説明したとおり５７１名の定数に限りなく近づいておりますので、この体制を

もって、極力、病床稼働率を上げていくというのが私たちの考え方です。 
  
石川龍之委員 
 経営健全化会議ですか、そういう会議の中でそういう話までしたことがないってい

うことですか。 
 要するに、松戸市立病院の人件費比率がおかしいということをずっと指摘していま

すけども、これに対する平成２７年度の経営努力の形として何をどのような形でする

のか聞きたいんです。そういう経営会議の場で俎上にも上がっていないんでしょう

か。 
 
病院事業管理局審議監 
 人件費比率につきましては、経営計画の指標の中でも下げていくという方向性は示

しておりますが、今、経営企画課長が説明したように、まずは、我々が今取り組んで

いますのは、投入した人件費にしろ、そういった資源に対して収益を上げるというこ

とが取り組みの方向性でございますので、そういった方向で経営計画のほうも稼働病
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床を上げる、そのために必要な看護師を確保する、そういったことを柱にやらせてい

ただいております。 
 
石川龍之委員 
 討論で言います。ありがとうございました。 
 
大橋博委員 
 病院事業管理者に確認いたします。 
 先ほどの埼玉県の病院からどんなお偉い医師が来るのかもわからないですけど、心

血管センターを松戸市立病院につくってくれれば来ますよ、そういう病院事業管理者

は今まで医師に対してそういう便宜を図ったりするから、松戸市立病院は赤字になる

んじゃないんでしょうか。 
 それと、今回の増額は、各委員のお話の中で半分は理解しております。その中で、

一般会計負担金の増額補正をしないよう留意するとありますけれども、病院事業管理

者、もし平成２７年度でまた赤字補正するようなことがあったら、誰の責任で、どう

責任をとるのか、病院事業管理者の思いをお聞かせください。 
 
病院事業管理者 
 まず、心血管センターについて、これは医療の充実で、医者を雇うことによって収

入がもっと増えますので、雇ったから赤字ということはあり得ないということです。 
 それから、病院の収支経営については、病院事業管理者が責任を持ってやっている

訳ですが、しかし、御案内のとおり、７対１看護基準をとったということと、２交代

制を今始めて、全ての病棟ではないんですけど、今、一般病棟の半分くらいが２交代

制を既に導入しております。今、若い看護師はほとんど２交代でないと来ません。３

交代と聞いただけで取り下げてくるのが今までのことです。 
 ただ、年配の看護師は、昔の経験から３交代にこだわる人がいるので、松戸市が今

特徴的にやっているのは、２交代と３交代の併用です。これは管理上は大変なんです

けど、当直の組み方とか、どちらかにしたら簡単なんですけど、そうはいきませんの

で、なるべく中年以降の方が離職しないためには、３交代を残しつつ、若い人が応募

してくれるために２交代をやるという、こういうダブルでやっておりまして、その結

果、増えてきております。 
 御案内のとおり、今度、松戸市立の看護学校、松戸市の附属看護専門学校は３５名

卒業しますけど、２９名が松戸市に応募してきております。それから、いろいろな業

者を使っておりますけども、やはり、２交代と７対１があるということで、松戸市に

応募する人が増えてきておりますので、もう少しこれをどんどん増やしていきます

と、要するに、７対１看護基準を維持するために、今、病床稼働を少し制限しており

ます。この制限が全部解除されますと、人件費比率も落ちてくるというようなことで

収益が上がるように考えておる訳でございます。 



36 
 

 ですから、そういう見込みでいきますと、市立病院に関しては、私は、かなり黒字

化に向かえるというふうに考えております。 
  
大橋博委員 
 誰がどう責任をとるか伺っていませんけど。 
 毎年毎年、何十年も同じ質疑をしている。やれ看護師だの、収支がどうのこうの

と、ずっとやってる訳ですよ。 
 
中川英孝委員長 
 要するに、誰がどう責任をとるかという……。 
 
大橋博委員 
 病院事業管理者に伺っているんです。 
 
中川英孝委員長 
 責任者は病院事業管理者が自分だと、こう言っていますから、それで答弁になりま

せんか。 
 
大橋博委員 
 自分だと言ってないです、まだ。 
 
病院事業管理者 
 言っています。 
 
中川英孝委員長 
 では、もう一度お願いします。 
 
病院事業管理者 
 病院の収支に関する最後の責任は私であると先ほど申し上げました。 
 

【質疑終結】 
 

【討  論】 
 
石川龍之委員 
 平成２６年度補正予算でかなり指摘されて、かなり御検討されたということを留意

して賛成いたしますが、補正予算に頼らない当初予算というのは当たり前の話であっ

て、当たり前のことを評価せざるを得ないということを少し反省していただきたいと
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いうのが一つ。 
 それと、一般会計に頼らない黒字体制をどの時点までにつくり上げていくか、ここ

が当委員会で私も含めてかなり指摘されていることが今回の当初予算には見えません

でした。非常に残念です。やはり、固定費をどう削減するかというところをしなけれ

ば、赤字予算がずっと続くのであって、そこにメスを入れない限り、病院の体質は変

わらないと思います。 
 また、基本的な取り組み方も非常に甘いかなと思います。特に、東松戸病院の取り

組みの中でイの一番に医師の確保と書いてありますが、その年次の予算概要には原因

のことしか書いていない。これはどういうことかなというところも垣間見えますの

で、まだまだ、当初ですから、これを通した後も努力していただいて、一般会計に頼

らない体質改善とともに、できることを全て挙げていただいて、取り組んでいただき

たいというのを要望して、賛成討論といたします。 
 
宇津野史行委員 
 賛成いたします。 
 幾つか指摘をいたしました。それが、今回、新しい試みも幾つかされているところ

ですから、今後、推移を見守っていかなければいけないかなというふうに思っていま

すが、その結果次第で、また、今後の対応について考えさせていただきたいと思いま

すが、これに関して言えば、今回は賛成させていただきたいと思います。 
  
鈴木大介委員 
 非常に、見方によっては潔い当初予算ということで、もう一つ、東松戸病院での約

２億円の支援金みたいな形での繰り入れ等、非常に納得しがたい部分等ございます

が、これも、やはり、今後、２病院のあり方の中でどういう医療体制を構築していく

のかということをしっかりと議論して正しい結論を導いていくこと、そして、市民の

よりよい医療環境をどんどん推進していくという観点で、今後のさらなる経営基盤、

経営努力に期待し、特に、現場で努力されている医療従事者や事務局の方に本当に敬

意を表して賛成といたします。 
  
二階堂剛委員 
 今の病院が確かに新病院を建てる、建てないで議論もかなり年数がかかってしまっ

て、それから、震災で使えない病棟があったり、耐震性の問題がやっぱりあるという

ところを見ながら議論しないと、フル稼働できている状態ではないので、ですから、

やむを得ない面もあると思います。じゃないと、現状のベッド数だったら、看護師は

もっと減らせなどという話になっちゃうと、新病院に移行したときにその分が２００

人ぐらいどっと集められればいいですけど、そういうふうになっていない現状を見る

とやむを得ないかなと思います。 
 ですから、そういう意味では、できるだけ収益を上げる努力をしていただいて、そ
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して、移行する段階で、経過の中でもっと議論をしていくべきだと思いますので、私

は賛成です。 
 
原裕二委員 
 残念ながら、反対をしたいと思います。 
 先ほどからずっと、人件費の比率もそうですし、いろんなことをお聞きしました

が、経営計画とか基本計画との乖離がすごくたくさんあって、また、内容についても

あったと思います。ちょっとこれについて納得することができませんので、今回は反

対をさせていただきたいと思います。 
 

【討論終結】 
 

【採  決】 
起立採決 

原案のとおり可決すべきもの 
多数意見 
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⑵閉会中の継続調査事項について 

 
中川英孝委員長 
 次に、閉会中における所管事務の調査についてを議題といたします。 
 お諮りいたします。本委員会の閉会中における所管事務の特定調査事項として、市

立２病院の今後のあり方と建て替え等に関する方針を検討することについてを閉会中

の継続審査として決定したいと思いますが、御異議ありませんか。 
 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
 
中川英孝委員長 
 御異議なしと認めます。したがって、さよう決定いたしました。 
 書記に審査結果を報告させます。 
 

【書記報告】 
 

委員長散会宣言 
午後３時３８分 

 

委員長 
署名欄 

 

 
 


